
 

事 務 連 絡 

令和８年４月 30日 

 

 

 

各都道府県 妊婦のための支援給付事業費補助金担当課（室） 御中 

 

 

 

こども家庭庁成育局成育環境課 

 

 

 

令和８年度妊婦のための支援給付事業費補助金の 

交付申請に係る事務手続等について 

 

 

 

こども家庭関連施策の推進につきましては、平素よりご尽力をいただき、厚く御礼申し上

げます。 

今般、「令和８年度妊婦のための支援給付事業費補助金交付要綱」に基づき、別紙をご確

認いただき、提出期限までに交付申請書を提出いただきますようお願いします。 

 



 

別 紙 

１．交付申請について 

以下の点に留意して交付申請を行ってください。 

 

 

・「委託経費等」の対象経費は、妊婦支援給付金を希望者に応じてクーポン等で支給す

るために必要な需用費、備品購入費、役務費、使用料及び賃借料、報償費、委託費、

負担金等に限ります。明細書に詳細を記載することを求めておりますが、適切な対象

経費であるか判断できない場合は追加書類の提出を求める場合がございますので予め

ご承知ください。 

 

・「事務費」の対象経費は、妊婦支援給付金を現金その他確実な支払方法で支給するた

めに必要な報酬、給料及び職員手当、共済費、需用費、備品購入費、役務費、使用料

及び賃借料、報償費、委託費、負担金等に限ります。妊婦等包括相談支援事業（伴走

型相談支援）に係る経費（面談に必要な文具類や紙類などの消耗品費、対象者への通

知にかかる印刷製本費や通信運搬費、面談実施者の人件費（他の補助金等と２重交付

がないように留意が必要です。）、委託する場合の委託経費、子育て支援情報の発信の

ための子育て支援アプリ使用料など）は、本補助金の対象経費ではありません。適切

に切り分けのうえ妊婦等包括相談支援事業（伴走型相談支援）の事業費については、

利用者支援事業（妊婦等包括相談支援事業型）へ申請してください。 

 

・「システム改修費」の対象経費は、社会保障・税番号制度に係る情報連携について、

妊婦支援給付金の支給情報等の円滑な把握のためのデータ標準レイアウトの改版に対

応するために必要な需用費、備品購入費、役務費、使用料及び賃借料、報償費、委託

費、負担金等に限ります。なお、本事業は１回限りの補助としますので、令和７年度

に同種目において交付決定を受けている場合は、今年度の交付申請はできません。 

 

 （例） ＜自治体Ａの場合＞ 令和７年度にシステム改修費を申請していない 

※自治体Ａは、令和８年度システム改修費の申請は可能となります。 

 

＜自治体Ｂの場合＞ 令和７年度中にシステム改修予定だった。 

→令和７年度当初交付決定を受けた。 

→その後、令和７年度中にシステム改修に着手できない見込みになったため、

変更交付申請の際に、システム改修費の当初交付決定額の全額を減額した。 

※自治体Ｂは令和８年度システム改修費の申請は可能となります。 

 

＜自治体Ｃの場合＞ 令和７年１１月契約、令和８年３月終了予定。 

   →令和７年度にシステム改修費の交付決定を受けた。 

     →その後、令和７年度中に終了しない見込みになる。 

      →令和８年度へ地方繰越を行う。 

※自治体Ｃは、令和８年度システム改修費の申請は不可となります。 

     



 

＜自治体Ｄの場合＞ 令和７年度中にシステム改修予定。 

→令和７年度にシステム改修費の交付決定を受けた。 

 →令和７年度中には改修に着手できず、実績０円になった。 

※自治体Ｄは、令和８年度システム改修費の申請は不可となります。 

 

２．提出様式 

交付申請書は交付要綱７に基づき、以下の提出書類を作成してください。 

 

＜市町村分＞ 

 ①様式２(Word） 

 ②様式２別表１(Excel) 

 ③様式２別表２(Excel) 

 ④事業計画書 

 ⑤歳入歳出予算書抄本 

 

＜都道府県分＞ 

 ①様式３(Word) 

 ②様式３別表３-１(Excel) 

 ③様式３別表３-２(Excel) 

 ④様式３別表３-３(Excel) 

 ⑤アダムス債主コード及び所在地一覧(Excel) 

（都道府県分(委託経費等)の申請がある県については、以下の⑥～⑨も提出） 

 (⑥）様式３別表１(Excel) 

 (⑦) 様式３別表２(Excel) 

 (⑧）事業計画書 

 (⑨）歳入歳出予算書抄本 

 

電子媒体のみ送信をお願いいたします。都道府県におかれましては、管内市町村分をと

りまとめのうえ送信をお願いいたします。（ＰＤＦ化したものや他の様式は不要です。た

だし、提出書類に押印する自治体につきましては、押印した原本をＰＤＦ化して送信して

ください。） 

 

３．提出期限 

令和８年６月 12日（金）必着 

   ※ 提出期限は厳守してください。 

  ※ 交付要綱８に基づく、交付決定後の事情の変更による変更交付申請は、 

    令和８年 11月頃を予定しています。 

     

４．提出先 

  こども家庭庁成育局成育環境課相談支援係宛 

メールアドレス seiikukankyou.soudan@cfa.go.jp 
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